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目 標 設 定 書 （スポーツ振興課）

スポーツ振興課長 波　田　裕　一

１　当課の主な業務は次のように定義されます。

・生涯スポーツの普及に関すること
・スポーツ関係団体の支援、人材育成に関すること
・総合公園運動施設及び町体育施設の整備及び利用促進に関すること

２　当課の業務は次の方々のために行われます。

町内でスポーツをしている人やこれからスポーツをしようとしている人、スポーツに関わりたいと考
えている全ての人のために。

３　当課の掲げる数値目標と、その根拠は次のとおりです。

住民スポーツの振興と健康づくりの推進

軽スポーツ実施延べ人数

数値目標

初期値（平成30年度） 7,717人

現状値（令和４年度） 6,678人

目標値(令和５年度) 8,312人

最終目標値(令和６年度) 8,561人

第五次毛呂山町総合振興計画後期基本計画

軽スポーツ大会や教室を開催します。また、各種スポーツ実施団体の支援を行います。

４　目標達成に向けた取り組みにより、次の効果が期待されます。

住民が気軽に楽しみながらスポーツに親しむことによる健康増進効果や、スポーツを通じたコミュニ
ティ形成が期待できます。

５　昨年度の取り組みの反省点は次のとおりでした。

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら実施可能な大会や教室等を開催しましたが、人数等の制
限を行ったため、軽スポーツ実施延べ人数は、初期値に比べ現状値が減少しました。

６　当課は掲げた目標達成のために、次の取り組みを行います。

幅広い世代の方が自宅などからいつでも気軽にウォーキングに取り組むことができるようウォーキン
グコースの設定やウォーキングマップを作成します。また、軽スポーツ出前講座による実技指導や体
験教室の開催などにより、軽スポーツの普及促進を図ります。


